
■防災基本計画（令和６年５月 中央防災会議決定）（抜粋）
第２編 各災害に共通する対策編
第１章 災害予防
第６節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え
１１ 災害復旧・復興への備え
(3) 罹災証明書の発行体制の整備
○ 市町村は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担
当部局を定め、住家被害の調査の担当者の育成、他の地方公共団体や民間団体との応援協定の締結、応援の
受入れ体制の構築等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の整備に努めるものと
する。
（略）
○ 都道府県は、市町村に対し、住家被害の調査の担当者のための研修機会の拡充等により、災害時の住家被
害の調査の迅速化を図るものとする。また、育成した調査の担当者の名簿への登録、他の都道府県や民間団体と
の応援協定の締結等により、応援体制の強化を図るものとする。

○ 職員の育成や民間団体等との連携については、災害対策基本法及び防災基本計画に位置付けられ
ている。

職員の育成や民間団体等との連携に係る条文等

■災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）（抜粋）
（罹災証明書の交付）
第九十条の二 （略）
２・３ （略）
４ 市町村長は、災害の発生に備え、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保を図るため、第一項の規定
による調査について専門的な知識及び経験を有する職員の育成、当該市町村と他の地方公共団体又は民間の団体
との連携の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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○ 中央防災会議、防災基本計画については、災害対策基本法に位置付けられている。

中央防災会議、防災基本計画の位置づけ

■災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）（抜粋）
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（中央防災会議の設置及び所掌事務）
第十一条 内閣府に、中央防災会議を置く。
２ 中央防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防災基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
二～四 （略）

３ （略）
第三十五条 防災基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
一 防災に関する総合的かつ長期的な計画
二 防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項
三 前各号に掲げるもののほか、防災業務計画及び地域防災計画の作成の基準となるべき事項で、中央防災会議が必要と認めるもの

２ （略）
（防災基本計画の作成及び公表等）
第三十四条 中央防災会議は、防災基本計画を作成するとともに、災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害
の状況及びこれに対して行なわれた災害応急対策の効果を勘案して毎年防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを
修正しなければならない。

２ （略）
（都道府県地域防災計画）
第四十条 都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、及び毎年都
道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該都道府県地域
防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつてはならない。

２～５ （略）
（市町村地域防災計画）
第四十二条 市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。以下この条において同じ。）
は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、
必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画又は当該市
町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない
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